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最低売却価格 円

実測面積 ㎡

用途地域

指定容積率

電　気 引込可

ガ　ス ／西部ガス㈱北九州リビング営業部 　ＴＥＬ093-591-6601

上水道 ／北九州市上下水道局配水管理課 　ＴＥＬ093-582-3066

下水道 接面道路配管あり ／北九州市上下水道局下水道整備課 　ＴＥＬ093-582-2482

約2ｋｍ （直線距離）

約２５０ｍ （直線距離）

小倉南区役所曽根出張所 約2ｋｍ （直線距離）

貫小学校 約800m （直線距離）

田原中学校 約700m （直線距離）

１　本物件には建物（旧市営住宅）が残存しています。また、建物には解体条件を付しています。

２　現状有姿のままの引渡しとなります。

３　図面等の詳細は、本庁舎６階 アセットマネジメント推進室（財産活用推進担当）にて閲覧できます。

４　現地説明会は実施しません。必ず現地確認及び上記図面等を閲覧の上、入札に参加してください。

５　建物は施錠しています。内部を確認される際にはお申し出ください。

道路状況

区域区分

ＪＲ下曽根駅

　※法令等に基づく制限に関して不明な点がありましたら、入札前に関係機関にお問い合わせください。

西

第１種低層住居専用地域

交通機関

　　※ガス、上・下水道の配管状況や引き込みに関しては、入札前に必ず関係機関にお問い合わせください。

物　件　調　書

所在地 小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆（建物解体条件付）

住居表示 １０番１１号 ４６,８４０,０００

　物件番号

北東

バス

接面道路配管あり

備  考

北

南東

北東

私道の負担等

西側水路を介した道
路に配管あり

公共施設

供
給
施
設

指定建ぺい率 50% 80%

その他法令等
に基づく制限

公簿地目 宅地 ２，００１．６５

市街化区域

-

防火地域等 －

貫入口

南東側：幅員約8ｍの舗装市道にほぼ等高に接面
北西側：幅員約6ｍの舗装市道に幅約2.5ｍ水路を介してほぼ等高に接面

・宅地造成等工事規制区域（都市戦略局開発指導課/電話093-582-2644）
・景観計画区域（都市戦略局都市再生課/電話093-582-2502）
・居住誘導区域内/都市機能誘導区域外（届出の対象区域）（都市戦略局都市計画課 電話
093-582-2451）
・第１種低層住居専用地域（建築物の高さの限度１０ｍ、　外壁の後退距離の限度１ｍ）

鉄道



特記事項①

・本物件は「旧市営貫第二団地（建物付）」と「上貫農機具倉庫跡地」です。

・本物件には老朽化により使用不可能な旧市営貫第二団地の建物等（本体建物及び各種設備、プロパ
ン庫）、ごみ置き場や沈殿槽・便槽等の付帯構造物が残存しています。また敷地内には防火水槽、矢板
工残存物、砂場、引込電柱、各種配管等が残存しています。

・旧市営貫第二団地の建物等には解体条件を付しています。居住の用途に使用することはできません。
引き渡し後、2年以内の建物解体が必要です。解体までの間についても建物等の維持管理上又は解体
撤去に必要な場合を除き、建物等を使用することや第三者に使用させることはできません。建物の第三
者への譲渡や賃借権・抵当権等の権利の設定もできません。

・上貫農機具倉庫跡地（1344番4）の旧建物（木造平屋建）は解体後、土間コンクリート基礎（地表から約
30cm下）まで撤去済みです。

・本物件には、上空を通過する高圧線の地役権が設定・登記されています。

・本物件は建物付売却であるため、地中埋設物調査を行っていません。

・防火水槽については、用途を廃止していますので、解体撤去しても支障ありません（上下水道管への
接続はなし。貯水機能のみ）。

・本物件に水路を介して接道する北西側道路沿いに、ごみステーションが２箇所あり、地元自治会が現
状での利用継続を希望しています。ごみステーションの場所は、地元自治会が指定した場所を市が収集
しているため、移設等については、同会との協議と承諾が必要です。

・本物件の北西側は水路（無地番）に隣接しています。購入後、水路に蓋掛けし、通行を確保する場合、
小倉南区役所まちづくり整備課（電話093-951-4121）との協議と、同課への水路占用許可申請が必要と
なります。
　現存する蓋掛けは、昭和５０年代に設置され、構造物としての記録が残っていません。強度が不明のた
め、購入後に付け替える必要性が生じます。付け替え前に建物解体工事等で重機を出入りさせる場合
は、（蓋掛けのない）南東側通路のみを使用してください。

・本物件の北東側隣接地からフェンス及びフェンス基礎部分の越境があります。また、南西側隣接地から
植え込み（ブロック）の越境があります。それぞれについて、越境解消について協議に応じる旨の同意書
を隣接地権者からいただいています。

・本物件の南西側境界線の中央付近にある電柱（九州電力送配電・NTT共架）から北西にかけて伸びる
架線が、敷地上空の一部を通過しています。移設等を希望する場合には協議が必要です。
詳しくは、九州電力送配電(株)小倉配電事業所（送配電コールセンター：0800-777-9400）へお問い合
わせください。

・本物件には、給水権利(北九州市長名義５件)が残存しています。また、下水道事業受益者負担金は、
賦課済と未賦課の筆が混在しています。詳しくは、財政・変革局　アセットマネジメント推進室（財産活用
推進担当）にて、閲覧資料をご確認ください。
 
＜建物等について＞

〇住居表示：小倉南区上貫二丁目１０番１１号
〇構造・延床面積
【本体建物】
　コンクリートブロック造　陸屋根　地上２階建　棟数：1棟　戸数：５戸　地中杭あり

 　延床面積312.48㎡（1階床面積：156.2405㎡、2階床面積：156.2405㎡〈合計の少数第3位切捨〉）
【プロパン庫】
　コンクリートブロック造　大波スレート葺　平屋建
　延床面積5.34㎡
〇建築年月日：昭和５７年４月１日（※建物登記はありません）
〇付帯構造物
　沈殿槽及び矢板工残存物・各戸便槽（地中）、ごみ置き場、鋼板製物置、増築部分等
〇設備
　建具、便器、台所（流し台、瞬間湯沸かし器等）、浴槽、換気・給排水設備・配管、電気・ガス配管、
　照明設備の一部、アンテナ類、浴室用給湯器等
〇敷地内残存物
　樹木、塩ビ管・ヒューム管・上下水道管・ガス配管（地中）、砂場、花壇、コンクリートベンチ、
　鉄棒基礎（地中）、防火水槽標識柱、防火水槽及び矢板工残存物（地中）、引込用電柱、
　掲示板、アスファルト・コンクリート舗装、縁石、コンクリートブロック塀・金属フェンス、
　雨水側溝・雨水桝、コンクリート柱、金属柱、木杭等

※すべて現状有姿での引き渡しとなりますので、必ず現地を確認ください。



〇地役権の内容について
・本物件の上空には６．６万ボルトの高圧送電線があり、土地のうち５１７．０５㎡に下記内容の地役権の
設定があります。詳しくは、財政・変革局 アセットマネジメント推進室（財産活用推進担当）にて、閲覧資
料をご確認ください。
１（１）上空に電線路を架設（電線張替等を含む）し、保持すること
　（２）前号のため土地に立入ること
２（１）電線路に支障となる竹木の植栽をしないこと
　（２）最下垂時における電線から３．６メートルの範囲内に入る建造物の築造をしないこと
　（３）建造物の上部造営材に可燃性の建築材料を用いないこと
　（４）火災の際に爆発を生じたり、災害が拡大し易いようなものを建造物内に貯蔵しないこと
　（５）電線路に支障となる土地のかさ上げ又は掘削をしないこと
　（６）その他電線路の支障となる一切の行為をしないこと

※地役権の範囲及びその周辺で建築や造成工事、重機の使用等を計画する場合には、
下記まで事前に連絡・協議が必要です。
（連絡先）設備担当：株式会社九電ハイテック 北九州支社 送電グループ（電話：093-533-8729）

以上についての詳細は、
財政・変革局 アセットマネジメント推進室　財産活用推進担当(電話：093-582-2007)へお問い合わせく
ださい。

特記事項②

〇建物等の解体・撤去について
・売買物件の引渡しの後２年以内に、物件上の建物等を解体撤去し、完了を書面により報告していただ
きます。
・買受者は、建物等の維持管理または解体撤去に必要な場合を除き、建物の使用または権利の設定は
できないものとします。
・買受者は、建物等を第三者に譲渡できません。
・建物等の解体撤去の範囲は、売買物件の現況の地表面上に存在する建物（旧市営貫第二団地本体
建物及びプロパン庫）とします。
・地下埋設物を含む建物等の解体撤去に要する一切の費用は、買受者の負担とします。

※建物等の解体条件についての詳細は、ひな形「（建物解体条件付）市有財産売買契約書」の第９条を
確認ください。

※未登記の建物であっても、解体前であれば、毎年1月1日時点の建物所有者に固定資産税が賦課さ
れます。

〇PCBについて
・PCB含有機器等は残存していません。

〇アスベストについて
・アスベスト調査の結果、本体建物のアルミサッシ等の金属製建具（窓枠）のシーリングからChr（クリソタイ
ル）が検出されています。また、プロパン庫の屋根材（大波スレート葺）にはアスベストが使用されていま
す（購入者には調査結果資料を提供します）。
　建物解体に際しては、法令等の定めに基づき、適切な飛散防止措置等が必要です。
　また、解体工事前に、アスベスト調査結果について、市環境局環境監視課（電話093-582-2290）への
報告が必要です。



案内図

小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）

（Ｃ）ＥＳＲＩＪＡＰＡＮ

東高校前



明細図１/３

小倉南区上貫二丁目
＜貫第二団地　建物解体条件付＞
１３３３番２　　宅地　870.59㎡　地役権（北側16㎡）
１３３３番４　　宅地　108.38㎡　地役権（北西側0.05㎡ 中央部北側21.49㎡）
１３４４番２　　宅地　135.33㎡　地役権（全部）
１３４４番３　　宅地　565.10㎡　地役権（中央部224㎡ 北西側6.71㎡ 
               北東側10.80㎡ 南側9 .20㎡） 
１３４５番１５　宅地　 59.46㎡　地役権（全部）
１３４５番１６　宅地　 50.41㎡
　　　　　　小計　　1,789.27　㎡

＜上貫農機具倉庫　跡地＞
１３４４番４　　宅地　 212.38㎡　地役権（南側30㎡ 中央部4.01㎡）
　　　　　７筆合計 　2,001.65 ㎡

→「宅地」へ地目変更済み

→「宅地」へ地目変更済み

→「宅地」へ地目変更済み

→「宅地」へ地目変更済み

小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）

縮尺　S＝１：５００

分筆後、１３３３番４：１０８．３８㎡

→宅地に変更

→宅地に変更

→宅地に
　変更

１３４５－１５
１２４５－１６
→宅地に変更

→「宅地」へ地目を変更済み

1333-7

１３３３番７：　　５．８９㎡



明細図２/３
小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）



明細図３/３

小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）



水路上の蓋かけ①

観音開きの扉

水路蓋かけ上に地元設置の
・常置ボックス式ごみステーション

水路上の蓋かけ②

外構平面図 小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）

水路蓋かけ上に地元設置の
・ネット式ごみステーション

旧ごみ置場



地役権の範囲（概略図）
小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）

高圧線鉄塔



小倉南区上貫二丁目１３３３番２ほか６筆
（建物解体条件付）建物平面図


